
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
重要事項説明書 

 
（指定通所介護・第 1号通所事業） 

（サービス時間短縮型） 
 

 
 
 
 
 
 
 

利用者：       様 

 

事業者：ライフケアサービス株式会社 キノウアップ八軒 

 



 
重要事項説明書 

（令和６年 ６月 １日現在） 
 
 

１ 概 要 
（１）提供できるサービスの種類と地域 
＊名 称           ライフケアサービス株式会社 キノウアップ八軒 
＊住 所           札幌市西区八軒五条東４丁目５番５２号 
＊介護保険指定番号      通常規模型通所介護・第 1号通所事業（時間短縮型） 

（０１７０４０５３１０号）・（０１７０４０３３５６号） 
＊サービス提供する対象地域  札幌市西区・北区(鉄西地区、幌北地区、北地区（北 30条）新川地 
              域新琴似西地区）・中央区（桑園地区、宮の丘地区、宮の森地区）・ 

手稲区（新発寒地区）・東区（北栄地区、北光地区） 
（２）職員体制 
＊管理者      １名（常勤兼務１名） 

        管理者は、従業者の管理及び業務の実施状況の把握、その他管理を一元的に行う。 
＊従業者 
生活相談員     ３名（常勤兼務２名、非常勤兼務１名） 

       看護職員     ４名（常勤兼務１名、非常勤兼務３名） 
       機能訓練指導員   ５名（常勤専従１名、常勤兼務１名、非常勤兼務３名） 
       介護職員      １０名（常勤専従１名、常勤兼務２名、非常勤専従４名、非常勤兼務３名） 
        従業者は、指定通所介護通所（時間短縮型）及び指第 1号通所事業（時間短縮型）の提供に当

たる。 
（３）営業日及び営業時間 

     ＊営業日                  
      月曜日～土曜日とする。年末年始（12/30～1/3）は除く。 
     ＊営業時間 

 ８時３０分～１７時３０分までとする。 
     ＊サービス提供時間 

９時２５分～１２時３０分とする。 
１３時２５分～１６時３０分とする。 

（４）通所定員 
＊利用定員は午前２３名・午後２３名とする。 

 
２ サービス内容 

（１）日常生活上の介護. 
その他必要な身体介護 

（２）機能訓練 
９時２５分～１２時３０分とする。 
１３時２５分～１６時３０分とする。 

（３）入浴 
９時２５分～１２時３０分とする。 
１３時２５分～１６時３０分とする。 
 



 
 
 
（４）送 迎 札幌市西区・北区(鉄西地区、幌北地区、北地区（北 30条）新川地域新琴似西地区） 

中央区（桑園地区、宮の丘地区、宮の森地区）の地域、手稲区（新発寒地区）、東区（北栄 
地区、北光地区） 

（５）相 談 事業所に相談室を設置し、適切に対応する。 
（６）サービス計画の立案 
（７）その他 

 
３ 料 金 

（１）介護保険利用料金（地域区分に伴う加算に基づき１単位 10.14円で計算しています。） 
（Ⅰ）通常規模型 通所介護 ＜令和６年６月１日改正＞ 

通所介護利用料金 
要介護 １                   ３７０単位  
要介護 ２                   ４２３単位 
要介護 ３                   ４７９単位 
要介護 ４                   ５３３単位 
要介護 ５                   ５８８単位 
加算料金    個別機能訓練加算(Ⅰ)イ      ５６単位 
加算料金    入浴介助加算(Ⅰ)         ４０単位 
加算料金    サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  ２２単位 
加算料金    口腔機能向上加算（Ⅰ）      １５０単位（月２回まで） 
加算料金    介護職員処遇改善加算Ⅲ   1か月の自己負担額×8.0％ 

             
   （Ⅱ）第 1号通所事業 ＜令和６年６月１日改正＞ 

 サービス時間短縮型利用料金 
    事業対象者・要支援１           １ヵ月 １４３８単位 
     (週１回利用)               月３回  ３５９単位 
    要支援２                 １ヵ月  ２８９６単位 

(週２回利用)               月７回   ３６１単位 
            加算料金    サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 
                      事業対象者・要支援１ １ヵ月   ８８単位 
                            要支援２ 1ヵ月  １７６単位 
            加算料金    口腔機能向上加算（Ⅰ）  月 1回まで１５０単位 

加算料金    介護職員処遇改善加算Ⅲ   1か月の自己負担額×8.0％ 
 

＊ 上記の料金は、介護保険法令等関係諸法令改正により変動する場合があります。 
＊ サービス利用を中止する場合、サービス利用日の前日午後５時 00分まで連絡下さい。 
前日の午後 5時 00分以降、また当日のご連絡のサービス利用を中止される時には、キャンセル料
1000円が徴収となります。 

 
＊ 通常の事業実施を超えて行う通所介護の送迎に要する費用については次の額を徴収いたします。 

実施地域を超えた場合           片道    ６００円 
 



 
 
２ 介護保険給付対象外の費用   

新聞代・雑誌代・嗜好品等  1回のご利用日につき           200円 
      リハビリパンツ（2枚入り）                      300円 
      当日キャンセル料                  １回につき   1000円 

 
（２）支払方法 

毎月月末締めとし、翌月１５日までに当月分の料金を請求いたしますので、翌月２７日までにお

支払いください。お支払い方法は、原則銀行、信用金庫または郵便局引き落としとさせて頂きます。 
（口座振替申込書を提出いただく時期によっては、引き落とし処理が間に合わず、料金の請求が繰り越しになり、当 

月分と翌月分の利用料金を合算して引き落とし処理をさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。） 

 
４ 緊急時及び事故発生時における対処方法 

＊ サービス提供中に利用者の病状の急変、その他、緊急事態が発生したときは速やかに主治医、 
家族、医療機関等に対し、適切な対応を行うとともに管理責任者に報告するものとする。 

＊ 事業者は事故が発生した場合には、その原因を解明し再発を防ぐための対策を講じるものと 
する。 
 

５ 苦情処理 
＊ 事業者は利用者等からの苦情の申し出が、行いやすい環境を整えるため、事業所に苦情受付 

担当者、苦情解決責任者を設置するものとする。 
＊ 事業所の管理者は、前項について利用者等への周知を図るため、必要な事項を事業所内の目 

の付きやすい場所に掲示するものとする。 
 
 
 
 
 

 
６ 秘密保持 

＊ 事業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族に関する事項を第三者に漏ら 
すことはしません。 

＊ 事業者は、職員が退職後も在籍中に知り得た利用者又はその家族に関する事項を漏らすこと 
のないよう、必要な措置を講じます。 

＊ 事業者は、居宅介護事業者との連絡調整等で利用者又は家族の個人情報を提供するときは、 
予め同意を得るものとします。 

 
７ 非常災害対策 

＊ 万一非常災害が発生した場合は速やかに利用者を避難させ、利用者全員の安全を確保する。 
     また非常災害に備え、必要な訓練を行うものとする。 
 
８ 賠償責任 

＊ 事業所はサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した時は、その被害を賠償します。 
 

 
ご利用者 
 
相談窓口 

     月曜日～土曜日 ８時３０分～１７時３０分 
（定休日 日曜日・年末年始） 

          電話 ０１１－７３８－２２３０ 
 ライフケアサービス株式会社 キノウアップ八軒 

     苦情受付担当者 ： 大西 由倫 



 
 

９ 第三者評価の実施状況 
   

第三者による 
評価の実施状況 

あり 
実施日  
評価機関名称  
結果の開示  あり    なし 

なし 
 
 
ライフケアサービス株式会社 キノウアップ八軒を利用するにあたり、上記重要事項の説明を行い 
ました。 
               ライフケアサービス株式会社 キノウアップ八軒        印 
 

説明者 （職 名）  管理者    大西 由倫  印 
 
上記の内容の説明を受け、了承しました。 

 
                                令和  年  月  日 

 
 

 
 
 
 
 

 
利用者氏名                     印 

 
 

利用者家族氏名                   印 
 
 

代理人氏名                     印 


